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			現在の位置：ホーム  >  産業・しごと  >  雇用・労働  >  原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金（Ｆ補助金）について

			原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金（Ｆ補助金）について

			
									一般財団法人　電源地域振興センターでは、原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業（通称　Ｆ補助金）の事務の一部を実施しています。


Ｆ補助金の概要


原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、その地域に立地した事業者に対して、支払った電気料金等に基づいて都府県が一定期間に亘り補助金を交付する制度


交付期間


最大8年間（半年ごとの申請のため、最大16期）


立地エリア


旧十和田市区域


業種


製造業


交付額


電気料金の支払実績等に基づいて算定され、更に一定額以上の設備投資があった場合には、雇用人数に応じて加算して交付額を算定


※予算の範囲内で執行するため、その範囲を超える場合は、交付額が圧縮されます。


 


令和５年度下期分の申請について


応募要領


応募要領（下期）[image: PDFファイル](563KB)こちらをよくご覧いただき、書類の作成をお願いします。


 


新設及び特例増設の初回応募申請


初回のみ、市の推薦が必要となります。下の様式を用いて「案件推薦依頼書」を商工観光課に提出してください。


様式


推薦依頼書[image: ワードファイル](16KB)


提出期限


令和５年10月17日(火）必着


提出方法


	持参する場合：商工観光課（市役所本館2階4番窓口）
	郵送する場合：〒034-8615（住所記載不要）十和田市役所商工観光課　宛て
	ファクスで送信する場合：ファクス番号0176-22-9799
	メールに添付する場合：メールアドレスは最下段に記載しております。



その他提出書類について


審査依頼書及び添付書類については、電源地域振興センターに提出してください。


様式については、電源地域振興センターのホームページ[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]からダウンロードすることができますので、応募要領をご覧のうえ、書類を作成してください。


 


※記入上のご不明な点も、直接電源地域振興センターにお尋ねください。


 


継続の応募申請


応募要領に基づいて、電源地域振興センターに書類を提出してください。


 


書類の送付先・問い合わせ先


一般財団法人　電源地域振興センター　総務企画部　立地審査課


〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号　堀留中央ビル7階


電話番号：03-6372-7307


ファクス：03-6372-7301


電源地域振興センターホームページ[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]

									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


商工観光課　商工労政係
	電話：0176-51-6773
	メール：shokokanko@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）


			
				この記事をシェア

					[image: twitter]
	[image: facebook]
	[image: LINE]
	[image: はてなブックマーク]


			

		

		
			
					お問い合わせ
	個人情報の取り扱い
	サイトマップ
	サイトの使い方
	RSS


				Copyright © TOWADA CITY All Rights Reserved.

			

		

	
	
	先頭へ
	ホーム	
